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島原市特産品認定制度（島原スペシャルクオリティ）の第１６期認定について 

 

 

 標記の件につきまして、「第１６期特産品認定審査会」を開催し、審査を行いましたので、

その結果および認定証交付式についてお知らせします。 

 

 

記 

 

■認定証交付式  

○日 時： ３月１９日（木） １３:３０～ 

○会 場： 有明総合文化会館 １階 研修室１ 

 ○認 定 数 ７点（３事業所）  ※認定数合計 １２６点（５５事業所） 

○出席者： 認定事業所、島原市特産品認定委員会委員長 

 

※島原市特産品認定委員会「特産品認定審査会」  

  ・開催日時 ２月７日（金） １４：００～ 

・審査会場 有明総合文化会館 

 

 

＝島原スペシャルクオリティ HP＝ 

 http://www.shimabara-sq.com/  「島原スペシャルクオリティ」で検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：島原市しまばらブランド営業課  

担当：隼田 電話：0957-68-5487 

E-mail：brand@city.shimabara.lg.jp 

有明海にひらく湧水あふれる 火山と歴史の田園都市 島原 

島原スペシャルクオリティとは、 

島原の素晴らしい特産品を厳選し、 

認定したブランド商品です。 

このブランドマークは、その証です。 



 

島原市特産品認定制度「島原スペシャルクオリティ」 

第１６期 特産品認定審査会 開催概要 

 

【制度の目的】 

 「商品性」、「独自性」、「信頼性」などを判断基準とした認定審査会の審査を経て、

「島原スペシャルクオリティ」として認定し、それら特産品の PR・販路拡大を通じ、

島原市の知名度と魅力を高め、もって地域経済の活性化を目指すものです。 

※審査会は、年 2回開催しております。 

 

 

 １ 開催日時 

   令和２年２月７日（火） １４：００～ 

 

 

 ２ 会場 

   島原市有明総合文化会館 会議室 

 

 

３ 認定特産品決定方法 

流通の専門家等で構成する認定審査会において、申請にかかる特産品につき、「商品性」、

「独自性」、「信頼性」の項目を、下記の要領にて、総合的な審査を実施した。 

 

（１）現品審査 

申請にかかる特産品につき、審査員、申請者の対面による審査を実施。 

 

   （２）総括審査 

   現品審査後、審査会全体での協議により、認定の可否を決定。 

 

  

 ４ 認定特産品  ※認定特産品の一覧は別紙のとおり 

  認定数 ７点（３事業所） ※認定合計 １２６点（５５事業所） 

 

  



審査日：令和2年2月7日

特産品 事業所名

1 シマバラフランボワーズ 合資会社　山崎本店酒造場

2 感動の青しそ　シソルージュアオシソ 株式会社 マツオファーム

3 金太洋　ジオアワビ（島原市産） 太洋食品株式会社

4 金太洋　ぶりオイル漬（フレーク）長崎県産 太洋食品株式会社

5 金太洋　ぶり味付け（フレーク）長崎県産 太洋食品株式会社

6 金太洋　粒甘夏みかん 太洋食品株式会社

7 金太洋　粒オレンジみかん 太洋食品株式会社

7商品 3事業所

島原市特産品認定制度　認定商品一覧＜第１６期＞


